
前
川
恵
理
、
高
野
晴
充

西
川
純
歩
、
山
下
智
沙

濵
口
知
明
、
原
田
高
行

【
子
育
て
支
援
課
】

課
長　
児
玉
裕
仁

職
員　

真
野
律
子
、

柏
木
映
理
子
、
前
川
恭
範

真
野
美
智
子
、
古
川
実
香

細
川
隆
弘
、
古
池
美
穂

【
長
寿
福
祉
課
】

課
長　
静
永
峯
雄

職
員　

岡
本
良
次
、

橋
本
里
美
、
濱
田
善
子

野
田
憲
範
、
田
坂
千
佐
美

石
田
緩
子
、
稲
本
順
也

出
田
美
由
紀
、
安
部
こ
ず
恵

豊
田
章
裕
、
藤
江
朋
代

廣
瀬
成
史
、
居
内
昭
人

武
田
知
香
、
里
村
友
理
子

宮
本
美
由
紀

【
健
康
課
】

課
長　
小
西
正
文

職
員　

垣　

貴
美
子
、

澤
田
真
紀
、
西
谷
由
佳

荒
木
柳
子
、
秦　

優
子

譽
田
志
緒
理
、
内
原
孝
美

小
林
有
美
、
真
野
多
江

瓶
井
彰
人
、
肥
田
理
江

樫
野
尚
子
、
曽
根
英
次

野
口
恵
利
奈

農
商
部

部
長　
神　

代　

充　

広

参
与
（
食
の
拠
点
推
進
担

　

当
兼
情
報
発
信
セ
ン
タ
ー

　

長
）
神　

田　

拓　

治

【
商
工
観
光
課
】

課
長　
川
上
洋
介

職
員　

原
口
言
美
、

中
村
紀
美
、
松
山　

勤

土
井　

勤
、
西
中
衣
里
子

栄
井
賢
次
、
秦　

伸
行

山
本
真
美
、
善
甫
忠
昭

並
木
慶
彰

【
う
ず
し
お
世
界
遺
産

推
進
課
】

課
長　
阿
部
員
久

職
員　

向
井　

聡

【
情
報
課
】

課
長　
富
永
文
博

職
員　

奥
田
泰
大
、

赤
井
達
弘
、
前
野
洋
司

藤
田
隆
翁
、
榎
本
全
克

辻
西　

敦
、
河
尻
将
登

増
田
賢
司
、
白
川
幸
正

中
川
達
也
、
山
本
沙
也
香

山
口
実
富
雄

総
務
部

部
長　
細　

川　

貴　

弘

【
総
務
課
】

課
長
（
兼
選
挙
管
理
委

　

員
会
事
務
局
書
記

　

長
）
垣　

光
弘

職
員　

加
野
泰
生
、

井
上
拓
也
、
榎
本　

新

谷
口
直
美
、
前
田
さ
ゆ
り

大
上
聡
美
、
原
田
恭
宏

露
本
和
也
、
河
野
沙
織

野
上
典
子
、
田
中
か
お
り

【
財
政
課
】

課
長　
和
田
幸
三

職
員　

田
村
智
巨
、

大
西
重
三
子
、
丸
永
剛
之

川
口
智
弘
、
山
本
克
己

神
代
将
史

【
管
財
課
】

課
長　
土
肥
一
二

職
員　

仲
山
和
史
、

東　

和
幸
、
角
所
亮
史

徳
田　

剛
、
一
井
奈
美

仲
野
隆
行

議
会
事
務
局

事
務
局
長
（
部
長
）　

　

小　

坂　

利　

夫

【
議
会
事
務
局
】

課
長　
塔
下
佳
里

職
員　

船
本
有
美
、

川
添
卓
也
、
斉
藤
浩
平

危
機
管
理
部

部
長　
佃　
　

信　

夫

【
危
機
管
理
課
】

課
長　
藤
本
和
宏

職
員　

以
頭
和
之
、

永
田
加
織
、
吉
原
千
佳

福
田
晃
久
、
土
居
正
典

彦
坂
和
宏
、
榎
本
裕
文

阿
在
祐
輔
、
坂
本
大
樹

企
画
部

部
長
（
兼
う
ず
し
お
世

　

界
遺
産
登
録
推
進
担

　

当
）
橋　

本　

浩　

嗣

【
秘
書
課
】

課
長　
田
村
愛
子

職
員　

古
川
浩
司
、

木
田
博
仁
、
松
本
潤
子

藤
平
香
名
、
山
口
明
宏

林　
　

誠
、
宮
本　

唯

【
ふ
る
さ
と
創
生
課
】

課
長　
北
川
真
由
美

職
員　

河
井
達
雄
、

前
田
秀
美
、
佐
藤
佳
史
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市
職
員
の
配
置

市
民
部

部
長　
高　

木　

勝　

啓

【
市
民
課
】

課
長　
山
崎
稔
弘

職
員　

西
庄　

登
、

山
家
光
泰
、
板
野
あ
ゆ
美

島
田
美
穂
、
中
嶋
宏
昭

奥
野
祥
子
、
長
濱
美
海
子

原
田
弥
生
、
髙
瀬
真
弓

上
野
百
恵
、
真
野
匡
史

千
川
佳
奈
、
前
川
倫
章

森
花
愛
子
、
井
筒
あ
ゆ
み

細
川
智
佳
子
、
榎
本
寛
子

森
崎
ひ
と
み
、
前
川
知
住

坂
本
裕
美
、
阿
部
沙
織

眞
野　

瑞
、
八
木
瑞
季

【
税
務
課
】

課
長　
榎
本
輝
夫

職
員　

細
川
美
奈
、

赤
松
裕
子
、
金
山
知
史

船
越
直
子
、
原
坂
泰
子

富
山
明
宏
、
船
本
武
身

東
根
崇
弘
、
仲
野
裕
恵

濵
田
直
人
、
近
江
佐
栄
子

古
川
祥
司
、
谷
口
太
輔

内
山
賢
一
、
木
場
大
登

坂
本
真
望
、
冨
山
裕
貴

砂
川
貴
弘

【
環
境
課
】

課
長　
北
口　

力

職
員　

堀
井
正
弘
、

吉
田
知
子
、
堀  

祥
夫

武
市
知
也
、
入
谷
恵
祐

福
祉
部

部
長　
馬　

部　
総　
一　
郎

【
福
祉
課
】

課
長　
大
谷
武
司

職
員　

澤
田
浩
明
、

齋
藤
浩
二
、
中
村
尚
之

近
藤
ひ
か
り
、
河
井
美
和

山
形
恭
子
、
増
田
敦
大

【
農
林
水
産
課
】

課
長　
宮
崎
須
次

職
員　

吉
田
充
宏
、

山
本
嘉
朗
、
山
形
さ
ゆ
り

生
田
ひ
か
る
、
興
津
武
秀

原　

匡
宏
、
柴
田
泰
子

森　

正
和
、
堀
川
昌
志

濟
藤
貴
志
、
奈
良
雄
規

庄
田
光
男
、
宮
本
勇
輝

前
田　

亮
、
永
樂
大
樹

【
食
の
拠
点
推
進
課
】

課
長　
喜
田
憲
和

職
員　

濱
田
成
章

【
農
地
整
備
課
】

課
長　
和
田
昌
治

職
員　

船
木
茂
浩
、

上
田
一
路
、
福
岡　

武

安
田
由
美
、
前
川
祥
一

山
本
高
広
、
深
川
雄
次

土
井
孝
行
、
仲
田
充
穂

児
嶋
勇
典
、
雨
堤
剛
史

建
設
部

部
長　
岩　

倉　

正　

典

【
建
設
課
】

課
長　
赤
松
啓
二

職
員　

玉
久
保
博
和
、

廣
内
繁
一
、
村
上
雅
文

前
田
直
樹
、
野
上
恒
史

前
田
有
治
、
清
水
信
彰

魚
谷
英
生
、
沼
田
晋
吾

田
村
文
明
、
佐
々
木
祐
輔

萩
山
能
宏
、
中
谷　

晃

西
久
保
絵
理
、
榎
本
孝
太
郎

中
川
世
理
奈
、
中
谷
勇
太

岡
本
直
樹
、
岡
内
優
貴

【
都
市
計
画
課
】

課
長　
原
口
久
司

職
員　

安
田
文
子
、

三
宅
哲
也
、
大
西
隆
光

的
崎
義
彦
、
助
嶋　

透

小
林
智
幸
、
原
口　

涼

【
下
水
道
課
】

課
長　
村
本　

透

職
員　

坂
本　

圴
、

堀
田
好
美
、
倉
本
雅
文

児
玉
光
男
、
廣
瀬
ち
さ

新
地
重
幸
、
原
坂
浩
司

榎
勢
陽
一
、
郷　

佳
広

北
井
一
也
、
岩
倉
ゆ
か
り

大
濵　

貢
、
藤
本
佳
幸

島
田
智
章
、
谷
口
裕
佳

教
育
委
員
会

教
育
次
長
（
部
長
）　

　

藤　

岡　

崇　

文

【
教
育
総
務
課
】

課
長　
山
見
嘉
啓

職
員　

坂
田
真
由
美
、

奥
野
大
輔
、
榎
勢
美
和

池
本
達
哉
、
榎
本
良
一

【
学
校
教
育
課
】

課
長　
廣
地
由
幸
（
学

校
教
育
指
導
主
事
）

職
員　

山
田
高
嗣
、

森
山
雅
生
、
山
口
江
美

浦
﨑
基
代
、
前
谷
光
宣

西
村
竜
也

【
社
会
教
育
課
】

課
長　
福
原
敬
二

職
員　

柳
本
欣
也
、

福
田
龍
八
、
上
田
千
春

名
尾
卓
人
、
裏
川
知
宏

【
体
育
青
少
年
課
】

課
長　
柏
木
浩
一

職
員　

西
岡
幸
子
、

阿
部
志
郎
、
森
浦
勇
人

興
津
洋
佑
、
久
留
米
三
四
郎

【
会
計
課
】

会
計
管
理
者
（
部
長
）

　

堤　
　
　

省　

司

課
長　
松
本
典
浩

職
員　

郷
野
仁
史
、

小
松
律
子
、
酒
部
美
里

榎
本
小
百
合
、
磯
見
俊
仁

選
挙
管
理
委
員
会

【
事
務
局
】

書
記
長
（
垣
総
務
課
長

　

兼
務
）

書
記　
（
総
務
課
井
上
・

　

原
田
・
露
本
・
田
中
兼
務
）

監
査
委
員
・
固
定
資

産
評
価
審
査
委
員
会

【
事
務
局
】

事
務
局
長
（
課
長
）　

　

片
山
雅
弘

職
員　

秀　

充
浩

農
業
委
員
会

【
事
務
局
】

事
務
局
長
（
課
長
）　

　

小
谷
雅
信

職
員　

本
田
和
也
、

山
崎
千
和
紀
、
椚
田
華
緒
理

出
先
機
関

【
広
田
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

（
広
田
地
区
公
民
館
）】

職
員　

渡
辺
美
男
、

井
戸
麻
理
子

【
倭
文
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

（
倭
文
公
民
館
）】

職
員　

河
崎
裕
美

【
松
帆
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

（
松
帆
地
区
公
民
館
）】

職
員　

松
下
章
二

【
湊
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

（
湊
地
区
公
民
館
）】

職
員　

垣
本
秀
子

【
丸
山
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

（
丸
山
地
区
公
民
館
）】

職
員　

馬
野　

徹

市

長

　

中　

田　

勝　

久

副
市
長

　

川   

野　

四　

朗

　

矢　

谷　

浩　

平

教
育
長

　

岡　

田　

昌　

史

（
次
ペ
ー
ジ
に
続
く
）

保育料３歳児以上を無料化！
　
南あわじ市では平成２７年度から
３歳以上の児童は保育料が無料となります！

1．平成27年度　保育料について
　下の表１、表２では３歳以上の児童について保育料を掲載していますが、南あわじ市では、平成27年４月１日時点で、
満３歳以上の児童については保育料が無料となります。　（給食費および延長保育料は有料です。）
　また、保護者（両親共）及び児童が南あわじ市内にお住まいで、他市の保育所へ入所される人についても、保育料無料
の対象となります。

各月の在籍入所児童の属する
世帯の階層区分 保育料（月額）

階層区分 定  義
３歳未満児の場合 ３歳児の場合 ４歳以上児の場合

標準時間認定 短時間認定 標準時間認定 短時間認定 標準時間認定 短時間認定

第1階層 生活保護法による被保護世
帯（単給世帯を含む）等 0円 0円 0円 0円 0円 0円

第2階層 市民税非課税世帯 9,000円 9,000円 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円

第3階層

市民税

（所得割額）

48,600円未満 19,500円 17,500円 16,500円 14,500円 16,500円 14,500円

第4階層 48,600円以上
97,000円未満 28,000円 26,000円 26,000円 24,000円 22,000円 20,000円

第5階層 97,000円以上
169,000円未満 37,000円 35,000円 30,000円 28,000円 27,000円 25,000円

第6階層 169,000円以上
301,000円未満 41,500円 39,500円 33,000円 31,000円 29,000円 27,000円

第7階層 301,000円以上
397,000円未満 45,000円 43,000円 36,000円 34,000円 32,000円 30,000円

第8階層 397,000円以上 48,000円 46,000円 39,000円 37,000円 35,000円 33,000円

各月初日の在籍入所児童の属する
世帯の階層区分 保育料（月額）

階層区分 区分の定義 保育料 一時預かり保育料

第１階層 生活保護世帯 　　　　0円 0円

第２階層 市民税非課税世帯 0円 1,800円

第３階層
市民税

（所得割額）

77,100円以下 7,700円 3,600円

第４階層 211,200円以下 11,200円 5,400円

第５階層 211,201円以上 15,900円 7,200円

階層 区分 延長保育料
Ａ階層 生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む） 0円

Ｂ階層 Ａ階層を除き市民税非課税世帯 600円

Ｃ階層 Ａ階層・Ｂ階層を除く世帯 3,000円

◆標準時間認定について
　　保護者の就業時間が月120時間以上である人が受けられる認定。
　　施設利用可能時間は、午前８時～午後６時。
　　市(いち)・神代保育所については、午前７時30分～午後６時30分。
◆短時間認定について
　　保護者の就業時間が月64時間以上120時間未満である人が受け
      られる認定。　施設利用可能時間は、午前８時～午後４時。

2．延長保育料について（次のどちらかの時間を利用される人については、別途、延長保育料が必要となります。）
　❶標準時間認定を受け、市(いち)・神代保育所を利用される人で、午前７時から午前７時30分まで、または午後６時30分
　　から午後７時までの利用を希望される人。
　❷短時間認定を受けた人で、午後４時から午後６時までの利用を希望される人。　

　※詳細については、子育て支援課までお問い合せください。　 問子育て支援課☎４３-５２１９

▼〔表１〕1 号認定の保育料（児童が満 3 歳以上で、教育を希望する場合）

▼〔表２〕2 号認定・3 号認定の保育料　（就労や妊娠、出産、保護者の疾病・障害等の
　            『保育の必要な事由』に該当し、保育所等での保育を希望する場合）

3歳児、4歳児以上は、
無料になります！

無料に
なります！

　

平
成
27
年
4
月
１
日
現
在

市(いち)・神代保育所については、短時
間認定を受けた人で、午後４時から午後
６時30分までの利用を希望される人。

▼〔表 3〕延長保育料（月額）
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